
健康危機対策課

船橋市感染症の予防のための
施策の実施に関する計画

（船橋市感染症予防計画）について

４．報告（４）



新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生
命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発
生及びまん延に備えるため、令和４年１２月に「感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部
を改正する法律」が成立した。

この改正により、従前は都道府県のみが定めていた感染
症の予防計画について、保健所設置市においても都道府県
の計画に即して策定することが初めて義務付けられた。
（令和６年４月１日施行）

船橋市感染症予防計画策定の
経緯について
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新型コロナウイルス感染症対応における
課題と対応の方向性（国）①
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■コロナ対応における課題（国有識者会議報告書抜粋）
・保健所の日常業務の増加・ICT化の遅れ➡有事対応の余力不足
・保健所業務の優先順位、医療機関、消防機関との役割分担・協力関係が不明確
➡感染拡大のたびに保健所業務がひっ迫

・業務の見直し・委託化について、適切に取り組まれなかった地域もあった
例）業務負荷の低減

かかりつけ医等への検査や健康観察の委託、検体搬送の簡素化
陽性者の移送についての救急搬送機関との連携
事務の外部委託や都道府県での一元化

➡保健所業務のひっ迫が解消しない地域があった

・感染症を対象とした健康危機に関する実践的な訓練不足
➡他部署や外部からの応援の受入が円滑に進まなかった

・感染拡大とともに保健所の業務負荷が発生
➡積極的疫学調査、情報収集・管理が十分に実施できない地域があった



新型コロナウイルス感染症対応における
課題と対応の方向性（国）②
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■対応の方向性（国有識者会議報告書抜粋）
・平時・緊急時における保健所の役割・機能の見直し
・保健所と医療機関、消防機関等が協働して対応する仕組みづくり
・保健所のICTツールの徹底的な活用
・他部署や外部委託でも保健所業務を実施できる体制づくり

■国コロナ対策本部決定
平時から計画的な準備、保健所の応援派遣の仕組みIHEAT）の強化などによ

る保健所機能の強化

＜具体的事項＞
・繁忙時の全庁応援体制を含め、計画的な保健所の体制準備
・外部保健師等を円滑に応援派遣する仕組み（IHEAT）の整備



計画の位置づけ
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整
合
性

感染症法 新型インフルエンザ等対策特別措置法

国基本指針（※１）
（第9条第1項）

千葉県感染症予防計画
（第10条第1項）

船橋市感染症予防計画
（第10条第14項）

国行動計画（※２）
（第6条第1項）

千葉県新型インフルエンザ等
対策行動計画
（第7条第1項）

船橋市新型インフルエンザ等
対策行動計画
（第8条第1項）

※１ 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針

※２ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画

＜参考＞感染症法第１０条（予防計画）第１４項（令和６年４月１日施行）

保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定め
る予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。

保健所設置市における感染症予防計画は、下記の通り国基本指針や
県予防計画に即して作成するとともに、新型インフルエンザ等対策行
動計画と整合性を図り、作成するものとなっている。



入院調整の方法
医療人材の確保
保健所体制・
検査体制や方針
情報共有のあり方等
を日頃から議論する
など

予防計画と健康危機対処計画の関連
【健康危機対処計画（感染症編）】
・根拠法令
地域保健対策の推進に関する基本的

な指針（地域保健法第４条に基づく告
示）
・概要
各保健所及び各地方衛生研究所で平

時のうちから健康危機に備えた準備を
計画的に進めることや予防計画の実行
性を担保するために作成するもの
・記載事項
・業務量・人員数の想定
・組織体制
・業務体制
・関係機関等との連携
・情報管理リスクコミュニケーション

【留意点】
※既存の手引書やマニュアルを改訂

し健康危機対処計画とすることも可能

【予防計画】
・根拠法令
感染症法

・概要
都道府県・保健所設置市において策定す

る感染症の予防の総合的な推進を図るため
の基本的な計画であり、感染症対策の方向
性を示すもの
・記載事項
・予防及びまん延防止
・情報の収集、調査及び研究
・検査の実施体制及び検査能力の向上
・移送体制の確保 ・宿泊施設の確保
・外出自粛対象者の療養生活等の環境整備
・人権の尊重
・人材の養成及び資質の向上
・保健所の体制強化 ・緊急時における対応
・目標に関する事項

予防計画と整合性を図りつつ実効性を担保
するために詳細な計画を記載するもの

感染症対策における基本的な事項を示すもの
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本市予防計画の構成

第１ 感染症の予防の推進の
基本的な方向

第２ 感染症の発生の予防のための
施策に関する事項

第３ 感染症のまん延の防止のための
施策に関する事項

第４ 感染症及び病原体等に関する
情報の収集、調査及び研究に
関する事項（※任意）

第５ 病原体等の検査の実施体制及び
検査能力の向上に関する事項

第６ 感染症に係る医療を提供する体制
の確保に関する事（※）

第７ 感染症の患者の移送のための体制
の確保に関する事項

第８ 宿泊施設等の確保等に関する事項
（※任意）

千葉県感染症予防計画に基づき、市は対応

することが原則となるが、緊急時において

は、本計画第１４で定める事項に基づき対

応する

※

千葉県感染症予防計画に基づき市は対応

することが原則となるため、計画に含め

ている。
第９ 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等感染症外出自粛

対象者又は新感染症外出自粛
対象者の療養生活の環境整備に
関する事項

第１１感染症の予防に関する人材の養成
及び資質の向上に関する事項

第１０感染症の予防又はまん延防止のた
めの総合調整及び指示の方針に関
する事項（※）

第１２保健所体制の強化に関する
事項

第１３感染症に関する啓発、知識の
普及と患者等の人権の尊重に
関する事項（※任意）

第１４緊急時における対応

第１５その他感染症の予防の推進に
関する重要事項

序章（計画策定の趣旨、位置づけ等）

数値目標及び千葉県感染症予防
計画の第6、第10を巻末に記載

※保健所設置市においては、第４・第８・第１３については任意項目、第６・第１０については記載不要の
項目となっているが、船橋市では任意項目については記載を行い、記載不要の項目については巻末に千葉県
感染症予防計画の該当部分を抜粋するものとしている。（都道府県においては必須項目となっている。）



本市予防計画のポイント①

・平時からの備え（関係機関との連携強化・研修の実施）
（例）新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医

療等が提供できるよう、千葉県医療審議会や連携協議会等を活用し、関係者や
関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行うことが重要である。

（例）感染症対策を実施するにあたっては、感染症対策部門等と施設所管部門が連
携し、平時から高齢者施設等における感染対策に係る研修等を実施する。

・事前対応型行政の構築
（例）感染症対策は、国内外における感染症に関する情報の収集、分析並びに国民

及び医師等医療関係者への公表を適切に実施するための体制の整備、基本指針、
予防計画及び特定感染症予防指針に基づく取組を通じて、普段から感染症の発
生及びまん延を防止していくことに重点を置いた事前対応型の行政として取り
組んでいくことが重要である。

※（例）については予防計画本文より抜粋
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本市予防計画のポイント②

・数値目標の設定
予防計画の実効性を担保するため数値目標を設定する。
船橋市においては
①検査能力・検査機器の確保数、②職員の研修・訓練回数
③流行開始から１か月間において想定される業務量に対応できる人員確保数

といった項目について、予防計画上目標値を掲げている。

※（例）については予防計画本文より抜粋
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・緊急時における対応
（例）基本的には、市は県の医療提供体制に協力しながら施策を講じていくが、

より緊急的な対応が必要となった場合に県の体制に加えて、新型コロナウイル
ス感染症の対応を参考に迅速に必要な施策を実施する。当該施策の実施の時期
や内容については、平時から県や市医師会等の関係団体と協議し合意形成を
図っておく。



感染症法第１０条第６項の規定により「千葉県感染症対策連携
協議会」に諮るとともに、市においても策定に係る会議体を設
置し、予防計画の内容を精査し、作成を行っている。

9

本市予防計画策定の進め方①

千葉県感染症対策
連携協議会

第１回 令和５年 ８月 ８日開催
第２回 令和５年１２月２６日開催

予防計画策定部会
（千葉県感染症対策連携協議会下部組織）

・入院体制（11/6開催）
・自宅・宿泊療養の体制（11/7開催）
・高齢者施設等の感染症対策体制 （11/8開催）

の３部構成

千葉県が設置
する会議体

※船橋市は保健所
設置市として
両会議体に参加



第１回 令和５年 ９月２９日開催

第２回 令和５年１１月１７日開催
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本市予防計画策定の進め方②
＜船橋市が設置した会議体＞

船橋市感染症対策
連携会議

市予防計画の策定
進捗確認

船橋市感染症対策連携会議
地域医療専門部会
（医療分野の専門家等）

医療分野の専門的な助言

船橋市感染症対策
庁内連携委員会

庁内の対応に係る調整

第１回 令和５年 ９月 ８日開催

第２回 令和５年１１月１０日開催

第１回 令和５年８月７日開催

計画への意見照会(1回目)令和5年10月17日

計画への意見照会(2回目)令和5年12月8日

船橋市が設置
する会議体
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策定スケジュール

＜今後の予定＞

・市パブリック・コメント実施（令和6年1月15日～2月14日）

・第３回千葉県感染症対策連携協議会 （令和６年２月下旬）

※書面開催予定

・第３回船橋市感染症対策連携会議 （令和６年３月中旬）

・船橋市感染症予防計画施行 （令和６年４月１日）



船橋市健康危機対処計画
（感染症編）について

・保健所版

・地方衛生研究所版
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新型コロナウイルス感染症対応における課題を踏まえ、
令和４年１２月に、感染症法及び地域保健法が改正された。

この法改正を踏まえて、「地域保健対策の推進に関する
基本的な指針」が改正され、保健所及び地方衛生研究所等
は、それぞれ平時のうちから健康危機に備えた準備を計画
的に進めることや予防計画の実行性を担保するため、「健
康危機対処計画」を策定することとされた。

※新型コロナウイルス感染症対応における課題は、２～３ページ参照

※健康危機対処計画（感染症編）については、予防計画の策定に合わせて、令和５年度
中に策定する予定（令和５年６月２９日国説明会にて）。

※予防計画、新型インフルエンザ等対策行動計画、保健所業務継続計画（BCP）との整
合性を図ることが必要。

健康危機対処計画策定の背景
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感染症、食中毒、医薬品、飲料水、毒物劇物、その他何
らかの原因により生じる不特定多数の市民の生命、健康を
脅かす事態やその可能性のある事態に対して行われる情報
収集、健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業
務をいう。

※船橋市健康危機管理基本指針より

健康危機管理とは
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健康危機対処計画の位置づけ
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本市では、健康危機管理のうち感染症分野について、保健所と地方衛生研究所として、それぞれの策定ガイド
ラインに基づき策定する。

「保健所における健康危機対処計画（感染症編）策定ガイドラインに関する説明会」資料（R5.6.29）



保健所における健康危機対処計画（感染症編）
策定ガイドラインの概要①
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１ 基本的な考え方

○流行開始から初期の段階で、保健所を支援する人員を最大限確保

○人員確保と並行して、外部委託や一元化等の業務効率化を進めていく

○まずは新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む

（想定外の事態も十分念頭に置くこと）

２ 平時における準備

(1)業務量・人員数の想定

業務効率化の検討、人材確保・育成計画

(2)組織体制

指揮命令系統等の明確化、人員リストの作成等

(3)業務体制

相談対応、医療・検査体制、積極的疫学調査、健康観察、移送、入院・入所調整

(4)関係機関等との連携

「顔の見える関係」構築

(5)情報管理・リスクコミュニケーション

ICTを活用した情報管理、電磁的方法による届け出、リスクコミュニケーション

の手法の検討・トレーニング



保健所における健康危機対処計画（感染症編）
策定ガイドラインの概要②
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３ 感染状況に応じた取組、体制

「保健所における健康危機対処計画（感染症編）策定ガイドラインに関する説明会」資料（R5.6.29）

海外や国内で
新たな感染症等
が発生した時

流行初期（発生
の公表から１ヶ
月間）

流行初期以降 感染が収まった
時期



地方衛生研究所における健康危機対処計画（感染症編）
策定ガイドラインの概要①
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１ 平時における準備

広域的な感染症のまん延の際、民間検査体制が十分に整うまでの間の必要な検査を

実施する役割を担っており、平時から計画的に以下の体制整備を図る

〇有事を想定した地方衛生研究所の所内体制づくり

・指揮命令系統の構築検討

・地方衛生研究所長の有事の役割整理(所長不在の場合、所長に代わる者の検討)

・有事体制への移行等

〇関係機関との連携

都道府県等本庁、国立感染症研究所等の国立試験研究機関等、民間検査機関等

〇人材の確保・育成

平時からの計画的な人員配置、実践型訓練、国立試験研究機関等の研修への参加



地方衛生研究所における健康危機対処計画（感染症編）
策定ガイドラインの概要②
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１ 平時における準備

〇検査実施体制の確保

ポイント：予防計画で定める数値目標との整合性を取り以下を整備

・検査人員体制の確保

・検査マニュアル等の整備、検査機器等の整備

・検査試薬等の備蓄、検体搬送の仕組みの整備

〇情報収集と提供

・国立感染症研究所や本庁、保健所等の関係機関と協力し、情報ネットワークを構築

・感染症事例発生時の情報収集、分析及びリスク評価を行う情報系専門人材育成

〇調査研究の推進

・地方衛生研究所等や国立感染症研究所等のネットワークを活用し、病原体の研究や

疫学研究を平時から推進。



地方衛生研究所における健康危機対処計画（感染症編）
策定ガイドラインの概要③

２ 発生段階に応じた対応

海外や国内で
新たな感染症等
が発生した時

流行初期（発生
の公表から１ヶ
月間）

流行初期以降
感染が収まった
時期
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「保健所における健康危機対処計画（感染症編）策定ガイドラインに関する説明会」（R5.6.29）



地方衛生研究所における健康危機対処計画（感染症編）
策定ガイドラインの概要④
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３ 感染防御策、業務継続計画の作成

感染症に罹患する事態を想定し、発生した際の体制を構築

・感染症の基礎情報、最新情報収集、手指衛生、ワクチン接種等の感染防御策

・業務継続計画の作成（地方衛生研究所が受ける影響のシミュレーション）、
業務量の推計

４ 感染症危機発生後の対応

一連の対応を振り返り、課題の抽出、改善が必要な事項等を整理


